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熊本市農業委員会総会議事録 

 

日時 令和５年５月９日（火）午後３時００分  

場所 熊本市中央区花畑町９番１号 熊本市国際交流会館４階 第３会議室 

 

農業委員２４名 

 1 番 谷口 憲治     2番 小佐井 亮祐     3 番 西田 廣行 

4番 上田 定信        5 番 木村 憲正          6 番 田中 敏郎 

7番 林田 智博      8 番 杉本 守        9番 田上 正富 

10番 東  哲治    11 番 牧野 正治       12番 網田  稔 

13番 三原 勉     14 番 木下 三智也     15 番 赤木 英雄 

16番 福  幸一    17 番 眞鍋 宣孝      18 番 田上 泰則 

19番  磯田 修一     20 番  宮本 淳一      21番  堀   恭子 

22番  西冨 大二郎   23 番 福嶋 德行         24番 徳永 芳也 

 

午後３時００分 開会 

 

事務局     それでは、ただいまから、熊本市農業委員会総会を開会いたしま

す。 

        本日の農業委員会総会の出席は農業委員総数２４名全員出席でござ

いますので、農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定に基づ

き、総会が成立しております。 

        それでは会長ご挨拶をお願いいたします。 

 

会  長    皆さん、こんにちは。 

        本日は、ご多用の中、農業委員会総会にご出席をいただき誠にあり

がとうございます。さて、昨日から、新型コロナウイルス感染症が５

類に移行されました。マスク着用など、各自の判断となりましたが、

委員の皆様には、手洗いやうがいなど基本的な感染対策は引き続き行

っていただき、感染防止に努めていただければと思います。 

        それでは本日の総会は、農地法に基づく許可申請や、農地利用集積

計画などが主な議案となっております。総会の審議がスムーズに進行

できますよう、皆様のご協力をお願い申し上げ、挨拶といたします。 

        よろしくお願いいたします。 

 

事務局     ありがとうございました。 

        総会は、熊本市農業委員会総会会議規則第４条に基づき、会長が議
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長になり議事の進行を行うこととなっております。 

        それでは、会長、よろしくお願いいたします。 

 

議  長    それでは、議事に入りますが、議事に入るにあたり、総会次第３の

議事録署名者及び総会書記指名をいたします。本日の議事録署名者に

は、１番の谷口憲治委員と３番の西田廣行委員を、書記に、事務局の

神山聡参事を指名いたします。よろしくお願いいたします。 

        本日の議事は、第１号議案農地法第３条の規定に基づく許可申請か

ら第７号議案非農地証明願までの７件でございます。 

        議案書の修正がございます。事務局より説明をお願いいたします。 

 

事務局     はい。それでは説明させていただきます。議案書１２ページをお開

きください。 

        第３号議案、農地法第５条の規定に基づく許可申請の９番と１０番

の権利事由のところでございます。９番の下のところに、所有権の

所、１０番の下にも所有権の「所」と書いてございますが、これは賃

借権でございますので賃借という意味の「賃」という形で、訂正をお

願いいたします。 

        修正は以上でございます。 

 

議  長    初めに、第１号議案、農地法第３条の規定に基づく許可申請３９件

でございます。地元委員のご報告にあたりましては、農地法第３条第

２項の判断基準により、地区委員会での協議状況のご報告をお願いい

たします。 

        それでは１番、お願いします。 

 

２２番 西冨大二郎委員 

        ２２番委員西冨です。 

        １番につきまして、先日の地区委員会での協議状況をご報告いたし

ます。 

        １番は、兄へ贈与するための所有権移転に伴う申請です。 

        譲受人は、「水稲」を作付けされる農家で、申請地には水稲を作付

け予定とのことです。 

        以上１件、先日の地区委員会で検討した結果、農地法第３条第２項

各号の不許可要件に該当しておらず、申請は妥当であるとのことでご

ざいました。ご審議方よろしくお願いします。 
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議  長    ただいま１番について地元委員よりご報告がございましたが、この

件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同     異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたしま

す。 

         次は、２番。 

 

９番 田上正富委員 

        ９番委員、田上です。 

        ２番から４番につきまして、地区委員会での協議状況をご報告いた

します。 

        ２番は、耕作の便宜上取得による所有権移転の申請です。譲受人

は、「果樹」を作付される農家で、申請地には「ミカン」を作付けさ

れる計画です。 

        ３番は経営拡張による所有権移転の申請です。譲受人は、「ミカ

ン」を作付けされている兼業農家で、申請地には「ミカン」を作付け

される計画です。 

        ４番は経営拡張による所有権移転の申請です。譲受人は、「水稲」

及び「トマト」を作付けされている農家で、申請地には「トマト」を

作付けされる計画です。 

        以上３件、先日の地区委員会で検討した結果、農地法第３条第２項

各号の不許可要件に該当しておらず、申請は妥当であるとの協議結果

でございました。ご審議方よろしくお願いします。 

 

議  長    ただいま２番から４番について地元委員よりご報告がございました

が、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたしま

す。 

        次は、５番。 

 

８番 杉本守委員 

        ８番委員、杉本です。 
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        ５番につきまして、地区委員会での協議状況を報告いたします。 

        ５番は、所有権を移転し兄へ贈与される申請です。譲受人は、「ミ

カン」を栽培されている専業農家で、申請地には「ミカン」を栽培さ

れる予定です。 

        以上１件、先日の地区委員会で検討した結果、農地法第３条第２項

各号の不許可要件に該当しておらず、申請は妥当であるとの協議結果

でございました。ご審議方よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま５番について地元委員よりご報告がございましたが、この

件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたしま

す。 

        次は、６番。 

 

１８番 田上泰則委員 

        １８番委員、田上です。 

        ６番から１１番につきまして、地区委員会での協議状況を報告いた

します。 

        ６番は、従弟へ贈与のための所有権移転の申請です。譲受人は、許

可後、申請地で自家消費用の露地野菜を栽培される計画です。譲受人

に、先日の地区委員会に出席いただき、営農計画等の聴き取りを行っ

た結果、今回の申請については何ら問題のないものと判断いたしまし

た。 

        ７番、８番は関連で、耕作の便宜上交換のための所有権移転の申請

です。申請人は、どちらも「ナス」を栽培されている農家で、許可後

はともに「ナス」を作付けされる計画です。 

        ９番は、従弟へ贈与のための所有権移転の申請です。譲受人は、許

可後、申請地で自家消費用の露地野菜を栽培される計画です。譲受人

に、先日の地区委員会に出席いただき、営農計画等の聴き取りを行っ

た結果、今回の申請については何ら問題のないものと判断いたしまし

た。 

        １０番、１１番は関連で、耕作の便宜上交換のための所有権移転の

申請です。１０番の譲受人は、「水稲」、「ナス」を栽培されている農

家で、申請地には「ナス」を作付けされる計画です。１１番の譲受人
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は、「水稲」、「露地野菜」を栽培されている農家で、申請地には「水

稲」を作付けされる計画です。 

        以上６件、先日の地区委員会で検討した結果、農地法第３条第２項

各号の不許可要件に該当しておらず、申請は妥当であるとの協議結果

でございました。ご審議方よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま６番から１１番について地元委員よりご報告がございまし

たが、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたしま

す。 

        次は、１２番。 

 

７番 林田智博委員 

        ７番委員、林田です。 

        １２番から１５番につきまして、地区委員会での協議状況を報告い

たします。 

        １２番は、経営拡張による所有権移転の申請です。譲受人は、「水

稲」及び「ナス」を栽培されている農家で、申請地には、「水稲」を

作付される計画です。 

        １３番は、耕作の便宜上交換による所有権移転の申請です。譲受人

は、「水稲」を栽培されている農家で、申請地には「水稲」を作付け

される計画です。 

        １４番も、耕作の便宜上交換による所有権移転の申請です。譲受人

は、「水稲」を栽培されている農家で、申請地には「水稲」を作付さ

れる計画です。 

        １５番は、甥への贈与による所有権移転の申請です。譲受人は、許

可後、申請地で自家消費用の「施設野菜」を栽培される計画です。譲

受人に先日地区委員会に出席いただき、営農計画等の聴き取りを行っ

た結果、今回の申請については何ら問題ないと判断いたしました。 

        以上４件、先日の地区委員会において検討した結果、農地法第３条

第２項各号の不許可要件に該当しておらず、申請は妥当であるとの協

議結果でございました。ご審議方よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま１２番から１５番までについて、地元委員よりご報告がご
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ざいましたが、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたしま

す。 

        次は、１６番。 

 

５番 木村憲正委員 

        ５番委員、木村です。 

        １６番から１７番につきまして、地区委員会での協議状況を報告い

たします。 

        １６番は、経営拡張による所有権移転の申請です。譲受人は、「水

稲」を作付されており、許可後は「水稲」を作付けされる計画です。 

        １７番は、経営拡張による所有権移転の申請です。譲受人は、「露

地野菜」を作付けされており、許可後は「露地野菜」を作付される計

画です。 

        以上２件について、先日の地区委員会において検討した結果、農地

法第３条第２項各号の不許可要件に該当しておらず、申請は妥当であ

るとの協議結果です。ご審議方よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま１６番から１７番について地元委員よりご報告がございま

したが、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたしま

す。 

        次は、１８番。 

 

１２番 網田稔委員 

        １２番委員網田です。 

        １８番から２８番につきまして地区委員会での協議状況を報告いた

します。 

        １８番は、自家消費による所有権移転の申請です。譲受人は、農地

以外のところで「露地野菜」を作付されており、許可後は「露地野

菜」を作付される計画です。また現在、隣接地へ新居の計画もされて
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おります。 

        １９号は、経営拡張による所有権移転の申請です。譲受人は、「水

稲」、「露地野菜」を作付されており、許可後は「水稲」作付される計

画です。 

        ２０番から２４番は関連で、経営拡張による所有権移転の申請で

す。譲受人は、「水稲」を作付されており、許可後は「水稲」を作付

される計画です。 

        ２５番、２６番は関連で、経営拡張による所有権移転の申請です。

譲受人は、「牧草」を作付されている法人で、許可後は「牧草」を作

付される計画です。農地所有適格法人としての要件を満たしているこ

とを確認いたしました。 

        ２７番は経営拡張による所有権移転の申請です。譲受人は、「水

稲」、「露地野菜」、「栗」を作付されており、許可後は、「露地野菜」

を作付される計画です。 

        ２８番は、経営拡張による所有権移転の申請です。譲受人は、「水

稲」、「露地野菜」を作付されており、許可後は「露地野菜」を作付さ

れる計画です。 

        以上１１件について、先日の地区委員会において検討した結果、農

地法第３条第２項各号の不許可要件に該当しておらず、申請は妥当で

あるとの協議結果です。ご審議方よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま１８番から２８番について地元委員よりご報告がございま

したが、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたしま

す。 

        次は、２９番。 

 

２１番 堀恭子委員 

        ２１番委員、堀でございます。 

        ２９番から３１番について、地区委員会での協議状況をご報告いた

します。 

        ２９番は、経営拡張のため、所有権を移転される申請です。譲受人

は、「水稲」、「メロン」などを栽培される専業農家で、許可後、申請

地には「メロン」を作付される予定です。 
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        ３０番と３１番は関連で、耕作の便宜上の交換のため、所有権を移

転される申請です。３０番の譲受人は、「水稲」、「露地野菜」などを

栽培される専業農家で、３１番の譲受人は、「水稲」、を栽培される専

業農家です。３０番の申請地には、許可後、「露地野菜」を作付され

る予定で、３１番の申請地には、許可後、「水稲」、を作付される予定

です。 

        以上３件、先日の地区委員会において検討した結果、農地法第３条

第２項各号の不許可要件に該当しておらず、何ら問題ないとの協議結

果でございました。ご審議方よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま２９番から３１番について地元委員よりご報告がございま

したが、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたしま

す。 

        次は３２番。 

 

１１番 牧野正治委員 

        １１番委員、牧野です。 

        ３２番から３９番について、地区委員会での協議状況をご報告いた

します。 

        ３２番は、新規就農のための、所有権移転の申請であります。先日

の地区委員会に出席いただき、営農計画等について聴き取り調査を行

っております。許可後は「栗」を作付けされる予定で、今回の新規就

農については何ら問題ないものと判断いたしました。 

        ３３番も、新規就農のための賃貸借権設定の申請であります。先日

の地区委員会に出席いただき、営農計画等について聴き取り調査を行

っております。許可後は「ナス」、「ニンニク」、「タマネギ」を作付さ

れる予定で、今回の新規就農については、何ら問題ないものと判断い

たしました。 

        ３４番は、代替地取得のための所有権移転の申請であります。譲渡

人が、譲受人の市街化区域の農地を取得され転用し、その代替地とし

て所有権移転されるものであります。譲受人は、「水稲」を栽培され

る専業農家で、申請地には許可後、「水稲」を栽培される予定であり

ます。 
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        ３５番は、経営拡張のための、所有権移転の申請であります。譲受

人は、造園業の傍ら「カボチャ」等の露地野菜を栽培される兼業農家

で許可後は、「桜の苗木」を作付される予定であります。 

        ３６番は、経営拡張のための所有権移転の申請であります。譲受人

は、「ナス」、「飼料用トウモロコシ」を栽培される専業農家で、許可

後は「露地野菜」を作付けされる予定であります。 

        ３７番は経営拡張のための、所有権移転の申請であります。譲受人

は、「水稲」を栽培される専業農家で、許可後は「水稲」を作付され

る予定であります。 

        ３８番は、後継者へ経営移譲のための使用貸借権設定の申請であり

ます。譲受人は、「水稲」、「露地野菜」を栽培される専業農家で、許

可後は「水稲」を作付される予定であります。 

        ３９番は、経営拡張のための、所有権移転の申請であります。譲受

人は、「水稲」、「飼料米」、「タバコ」を栽培される専業農家で、許可

後は「タバコ」を作付される予定であります。 

        以上８件、先日の地区委員会におきまして検討しました結果、農地

法第３条第２項の各号の不許可要件に該当しておらず、申請は妥当な

ものと協議いたしました。ご審議方よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま３２番から３９番について地元委員よりご報告がございま

したが、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで申請どおり許可することに決定いたします。 

        続きまして第２号議案、農地法第４条の規定に基づく許可申請４件

でございます。地元委員のご報告にあたりましては転用許可基準に照

らし、地区委員会での協議状況のご報告をお願いいたします。 

        それでは１番、お願いします。 

 

２２番 西冨大二郎委員 

        ２２番委員西冨です。 

        １番につきまして先日の地区委員会での協議状況をご報告いたしま

す。 

        １番は、申請人による貸駐車場への転用許可申請です。農地区分

は、農業公共投資の対象となっていない１０ｈａ未満の小集団の生産

性の低い第２種農地と、市街地化の傾向が著しい区域内の農地で、上
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下水管の二種が埋設されている道路の沿道の区域であって、申請地か

らおおむね５００ｍ以内に二つ以上の医療施設がある「第３種農地」

と判断されます。また、代替地についても検討されましたが、ほかに

適地がなく、申請地を選定されたところです。土地利用計画は３，３

８９㎡に、申請周辺のクリニックや飲食店等の従業員向けに６０台分

の駐車場が整備される計画で、転用面積としては妥当なものと判断さ

れます。工事期間は令和５年７月１５日までの予定で、許可後、すみ

やかに着手されることを確認いたしております。資力・信用等、転用

行為の確実性が認められ、また、周辺農地の営農条件に支障を生じる

おそれはないものと判断されます。 

        以上１件、先日の地区委員会で現地調査を行い、検討したところ、

立地基準の面、一般基準の面、ともに、転用許可基準は満たしている

との協議結果でございました。ご審議方よろしくお願いします。 

 

議  長    ただいま、１番について地元委員よりご報告がございましたが、こ

の件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同     異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたしま

す。なお、１番は、総転用面積が３，０００㎡を超えますので、申請

どおり許可相当として、農業会議へ意見を聴取することといたしま

す。 

         次は、２番。 

 

９番 田上正富委員 

        ２番委員、田上です。 

        ２番につきまして地区委員会での協議状況をご報告いたします。 

        ２番は、貸駐車場への転用の許可申請です。農地区分は１０ｈａ以

上の広がりのある一団の農地の区域内にある「第１種農地」と判断さ

れます。「第１種農地」は原則不許可ですが、今回の申請は不許可の

例外規定の「集落に接続して設置するもの」に該当すると判断いたし

ました。申請人も同地区内に居住されております。土地選定にあたっ

ては、周辺で代替地の検討がされましたが、ほかに適当な土地がなか

ったため申請地を選定されております。土地利用計画は、転用面積８

６４㎡に普通自動車２５台分の駐車場と通路を整備される計画で、転

用面積としては適正なものと判断されます。資金計画、給排水計画、
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隣接農地への被害防除については問題ありません。工事期間は令和５

年８月３１日までを予定されており、許可後、すみやかに着手される

ことを確認いたしております。 

        以上１件、先の地区委員会で現地調査を行い、立地基準の面、一般

基準の面を協議検討した結果、いずれも許可基準を満たしており、今

回の申請は妥当なものと判断いたしました。ご審議方よろしくお願い

いたします。 

 

議  長    ただいま２番について、地元委員よりご報告がございましたが、こ

の件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたしま

す。 

        次は、３番。 

 

１８番 田上泰則委員 

        １８番委員、田上です。 

        ３番につきまして、地区委員会での協議状況を報告いたします。 

        ３番は、敷地拡張のための転用許可申請です。農地区分は、１０ｈ

ａ未満の広がりのない生産性の低い農地で、「第２種農地」と判断さ

れます。土地利用計画は、農家住宅の敷地拡張として、転用面積３６

０㎡に農業用倉庫１棟、普通車両２台分の駐車場、農作業スペースの

計画で、転用面積としては適正なものと判断されます。排水計画、隣

接農地への被害防除については、問題ありません。ただ、農業用倉庫

は、昭和５１年に設置され、申請地は、以前より宅地の一部として利

用されており、今後このようなことがないようにする旨の始末書が提

出されております。 

        以上１件、先の地区委員会で、現地調査を行い、立地基準の面、一

般基準の面を協議、検討した結果、いずれも許可基準を満たしてお

り、今回の申請は妥当なものと判断いたしました。ご審議方よろしく

お願いいたします。 

 

議  長    ただいま３番について、地元委員よりご報告がございましたが、こ

の件について何かご意見ございませんか。 
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一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたしま

す。 

        次は、４番。 

 

４番 上田定信委員 

        ４番委員、上田でございます。 

        ４番について、地区委員会での協議状況をご報告申し上げます。 

        ４番は、貸資材置場への転用申請です。農地区分は、農業公共投資

の対象となっていない、１０ｈａ未満の小集団の生産性の低い農地

で、「第２種農地」と判断されます。土地の選定にあたりましては、

代替地の検討をされましたが、ほかに条件に合う土地がなく、申請地

を選定されたものです。土地利用計画は、申請地５７６㎡を資材置場

として整備し、借受けを希望する法人に貸付けられる計画で、資材は

山砂、砕石などの土木関連資材を予定されており、転用面積は適正な

ものと判断いたします。資金計画、排水計画等に問題はなく、周辺農

地への影響もないものと思われます。工事は、令和５年９月３０日完

了予定で、許可後、すみやかに着手されることを確認しております。 

 

        以上１件、先日の地区委員会におきまして、現地調査を行い検討し

た結果、「立地基準」及び「一般基準」、いずれの許可基準も満たして

おり、申請は妥当なものと協議いたしました。ご審議方よろしくお願

いいたします。 

 

議  長    ただいま４番について、地元委員よりご報告がございましたが、こ

の件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたしま

す。 

        続きまして第３号議案、農地法第５条の規定に基づく許可申請３５

件でございます。地元委員のご報告にあたりましては、転用許可基準

に照らし、地区委員会での協議状況のご報告をお願いいたします 

        それでは１番お願いします。 
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２２番 西冨大二郎委員 

        ２２番委員、西冨です。 

        １番から３番につきまして先日の地区委員会での協議状況をご報告

いたします。 

        １番は、不動産業を営む法人が、所有権の移転による駐車場への転

用許可申請です。農地区分は、市街地化の傾向が著しい区域内の農地

で、上下水管の二種が埋設されている道路の沿道の区域であって、申

請地からおおむね５００m以内に二つ以上の医療施設がある、「第３種

農地」と判断されます。土地利用計画は、転用面積１３６㎡に自社従

業員及び来客用の駐車場６台分を整備する計画で、転用面積としては

妥当なものと判断されます。工事期間は令和５年１２月３１日までの

予定で、許可後は、すみやかに着手されることを確認いたしておりま

す。資力・信用等、転用行為の確実性が認められ、また、周辺農地の

営農条件に支障生じるおそれはないものと判断されます。 

        ２番は、薬局経営のほか、医薬品等の販売を営む法人が、賃借権の

設定による駐車場への転用許可申請です。農地区分は、農業公共投資

の対象となっていない１０ｈａ未満の小集団の生産性の低い「第２種

農地」と判断されます。また、代替地についても検討されましたが、

ほかに適地がなく、申請地を選定されたとのことです。土地利用計画

は、転用面積１，９００㎡に転用者が経営する調剤薬局、近隣のクリ

ニックの従業員向けに４４台分の駐車場を整備される計画で、転用面

積としては妥当なものと判断されます。工事期間は、令和５年６月３

０日までの予定で、許可後は、すみやかに着手されることを確認いた

しております。資力・信用等、転用行為の確実性が認められ、また、

周辺農地の営農状況に支障を生じるおそれはないものと判断されま

す。 

        ３番は、建築、住宅用建築資材の販売等を営む法人が、所有権の移

転による駐車場への転用許可申請です。農地区分は、農業公共投資の

対象となっていない１０ｈａ未満の小集団の生産性の低い「第２種農

地」と判断されます。土地の選定にあたっては、代替地の検討をされ

ましたが、隣地が転用事業者の事業用地であり、ほかに適地がなく、

申請地を選定されました。土地利用計画は、転用面積１，５４６㎡に

自社従業員及び社用車向けに５３台分の駐車場を整備される計画で、

転用面積としては妥当なものと判断されます。工事期間は令和６年５

月１４日までの予定で、許可後は、すみやかに着手されることを確認

いたしております。資力・信用等、転用行為の確実性が認められ、ま

た周辺農地の営農状況に支障生じるおそれはないものと判断されま
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す。 

        以上３件、先日の地区委員会で現地調査を行い検討したところ、立

地基準の面、一般基準の面ともに、転用許可基準を満たしているとの

協議結果でございました。ご審議方よろしくお願いします。 

 

議  長    ただいま１番から３番について、地元委員よりご報告がございまし

たが、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたしま

す。 

        次は、４番。 

１７番 眞鍋宣孝委員 

        １７番委員、眞鍋です。 

        ４番から６番につきまして、先日の地区委員会での協議状況をご報

告いたします。 

        ４番は、コンビニエンス・ストアの経営等の事業を営む法人と、賃

借権を設定し、コンビニエンス・ストアへ転用する転用許可申請で

す。農地区分は、農業公共投資の対象となっていない１０ｈａ未満の

小集団の生産性の低い「第２種農地」と判断されます。代替性も検討

されておりますが、ほかに適地がなく、申請地を選定されたとのこと

です。土地利用計画は、他地目を含む総事業面積３，６７９．８２

㎡、総転用面積２，１９２㎡にコンビニエンス・ストア１棟、駐車場

４０台及び緑地スペースとして整備される計画で、転用面積としては

妥当なものと判断されます。工事期間は、令和６年１月３１日までの

予定で、許可後は、すみやかに着手されることを確認いたしておりま

す。開発許可が必要となりますが、集落内開発制度指定区域内で、開

発指導課へ開発許可事前審査申出済みとのことです。資力・信用等、

転用行為の確実性が認められ、また、周辺農地の営農条件に支障を生

ずるおそれはないものと判断されます。 

        ５番は、土木工事業を営む法人が、所有権の移転による建築条件付

売買予定地への転用許可申請です。農地区分は、農業公共投資の対象

となっていない１０ｈａ未満の小集団の生産性の低い「第２種農地」

と判断されます。土地の選定にあたっては、代替地の検討をされまし

たが、ほかに適地がなく、申請地を選定されました。土地利用計画

は、転用面積９９９㎡を建築条件付売買予定地として、４区画及び新
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設道路を整備される計画で、転用面積としては妥当なものと判断され

ます。工事期間は令和５年１０月２０日までの予定で、許可後は、す

みやかに着手されることを確認しております。開発許可が必要となり

ますが、集落内開発制度指定区域内で、開発指導課へ開発許可事前審

査申出済みとのことです。先日の審議において、現地は、雑木が繁茂

しており、転用行為の確実性が認められなかったため、継続審議とし

た案件でしたが、先日、地区委員会で確認したところ、申請地の木々

は採伐され、整地されておりましたので、転用行為の確実性が認めら

れると判断いたしました。資力・信用等、転用行為の確実性が認めら

れ、また、周辺農地の営農条件に支障を生ずるおそれはないものと判

断されます。 

        ６番は、金属加工業を営む法人が、所有権の移転による資材置場へ

の転用許可申請です。農地区分は、農業公共投資の対象となっていな

い１０ｈａ未満の小集団の生産性の低い「第２種農地」と判断されま

す。代替地の検討をされましたが、同意が得られたのが、申請地しか

なかったため申請地を選定されました。土地利用計画は、転用面積

３，１３１㎡を、金属等資材や加工品を置かれる計画で、転用面積と

しては妥当なものと判断されます。工事期間は令和５年１２月２０日

までの予定で、許可後は、すみやかに着手されることを確認いたして

おります。資力・信用等、転用行為の確実性が認められ、また周辺農

地の営農条件に支障を生ずるおそれはないものと判断されます。 

        以上３件、先日の地区委員会で現地調査を行い、検討したところ、

立地基準の面、一般基準の面ともに転用許可基準を満たしているとの

協議結果でございました。ご審議方よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま４番から６番について、地元委員よりご報告がございまし

たが、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたしま

す。なお、６番は、総転用面積が３，０００㎡を超えますので、申請

どおり、許可相当として、農業会議へ意見を聴取することといたしま

す。 

        次は、７番。 

 

９番 田上正富委員 
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        ９番委員、田上です。 

        ７番から１０番につきまして地区委員会での協議状況をご報告いた

します。 

        ７番は、所有権移転による個人住宅及び通路への転用許可申請で

す。農地区分は、１０ｈａ未満の広がりのない生産性の低い農地で、

「第２種農地」と判断されます。土地選定にあたっては、周辺で代替

地の検討もされましたが、ほかに適当な土地がなかったため、申請地

を選定されております。土地利用計画は、転用面積３７９㎡に個人住

宅、木造二階建て１棟、通路を設置される計画で、転用面積としては

適正なものと判断されます。資金計画、給排水計画、隣接農地への被

害防除については問題ありません。開発許可が必要となりますが、集

落内開発制度指定区域内で、開発指導課からの開発行為事前審査の回

答書が添付されております。工事期間は令和５年１０月３１日までを

予定されており、許可後、すみやかに着手されることを確認いたして

おります。 

        ８番は、所有権移転による建築条件付売買予定地への転用許可申請

です。農地区分が、１０ｈａ以上の広がりのある一団の農地の区域内

にある「第一種農地」と判断されます。「第１種農地」は、原則不許

可ですが、集落に接続しており、例外規定として転用は妥当と判断さ

れます。土地選定にあたっては、周辺で代替地の検討もされました

が、ほかに適当な土地がなかったため、申請地を選定されておりま

す。土地利用計画は、転用面積５１２㎡に建築条件付売買予定地２区

画を造成される計画で、転用面積としては適正なものと判断されま

す。資金計画、給排水計画、隣接農地への被害防除については問題あ

りません。開発許可が必要となりますが、集落内開発制度指定区域内

で、開発指導課からの開発行為事前審査の回答済みとのことです。工

事期間は令和６年３月３１日までを予定されており、許可後は、すみ

やかに着手されることを確認いたしております。 

９番と１０番は関連で、賃貸借権設定によるドライブインへの転用

許可申請です。農地区分は、上水道管、下水道管が埋設された道路の

沿道の区域に位置し、申請地のおおむね５００m 以内に小学校、内科

医院があることから、「第３種農地」と判断されます。土地選定にあ

たっては、周辺で代替地の検討もされましたが、ほかに適当な土地が

なかったため、申請地を選定されております。土地利用計画は、申請

地２筆、計１，４０５㎡と他地目を合わせた総事業面積２，１０６㎡

に、ドライブイン１棟を建築するほか、駐車場、ドライブスルー用の

通路、緑地帯などとして利用する計画で、転用面積としては適正なも
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のと判断されます。資金計画、給排水計画、隣接農地の被害防除につ

いては、問題はありません。開発許可が必要となりますが、集落内開

発制度指定区域内で、開発指導課から、開発行為事前審査の回答書が

添付されております。工事期間は令和５年１２月１０日までを予定さ

れており、許可後、すみやかに着手されることを確認いたしておりま

す。 

        以上４件、先の地区委員会で現地調査を行い、立地基準の面、一般

基準の面を協議、検討した結果、いずれも許可基準を満たしており、

今回の申請は妥当なものと判断いたしました。ご審議方よろしくお願

いいたします。 

 

議  長    ただいま７番から１０番について、地元委員よりご報告がございま

したが、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたしま

す。 

        次は、１１番。 

 

８番 杉本守委員 

        ８番委員、杉本です。 

        １１番から１６番につきまして、地区委員会での協議状況をご報告

いたします。 

        １１番から１６番は、譲渡人１名の農地を、譲受人６名がそれぞれ

個人住宅へ転用するため、所有権移転される申請です。６件ございま

すが、もともと一筆だった農地を分筆されたもので、事業計画など同

じ内容となっておりますので、６件まとめてご報告させていただきま

す。農地区分につきましては、申請地が、中山間地に存在する農業公

共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地であることか

ら、「第２種農地」と判断いたします。土地の選定にあたっては、代

替地の検討もされていますが、ほかに条件に合う土地がなく、申請地

を選定されております。土地利用計画は、６件ともに木造平屋建て住

宅一棟を建築される計画です。転用面積の妥当性につきましては、１

６番が５００㎡を超えていますが、現地は、議案に記載がありますよ

うに、敷地の１８０㎡の部分が法面で、利用可能な面積は５００㎡以

下であることが確認できたことから、申請地全てが、適正な面積と判
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断いたしました。排水計画は、雨水は敷地内に浸透桝を設置して地下

浸透処理し、処理できない分は、道路側溝を経由して、既設の水路へ

放流される計画です。また、汚水、生活雑排水については、合併浄化

槽にて処理後、雨水と同じく、道路側溝を経由して、既設の水路に放

流される計画です。水路への放流に対しましては、地元農区長からの

同意が得られており、問題はないものと思われます。資金計画につき

ましては、それぞれ事業費を上回る残高証明書、融資証明書の添付に

より確認ができております。周辺農地への影響につきましては、事業

の内容、周囲の状況などから、支障を及ぼすおそれもないものと判断

いたします。工事は、令和６年３月３０日完了予定で、許可後、すみ

やかに着手されることを確認しております。なお、申請地は、都市計

画区域外で、開発許可は不要です。 

以上６件、先日の地区委員会で現地調査を行い検討したところ、立

地基準、一般基準ともに転用許可基準を満たしており、申請は妥当で

あるとの協議結果でございました。ご審議方よろしくお願いいたしま

す。 

 

議  長    ただいま１１番から１６番について、地元委員よりご報告がござい

ましたが、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたしま

す。 

        次は、１７番。 

 

１８番 田上泰則委員 

        １８番委員、田上です。 

        １７番から２２番につきまして、地区委員会での協議状況を報告い

たします。 

        １７番は、親子間の使用貸借権設定による個人住宅への転用許可申

請です。農地区分は、１０ｈａ未満の広がりのない生産性の低い農地

で、「第２種農地」と判断されます。土地利用計画は、他地目含む総

事業面積４４３．６５㎡、転用面積４２４㎡に個人住宅木造平屋建て

１棟の計画で、転用面積としては、適正なものと判断されます。資金

計画、給排水計画、隣接農地への被害防除については問題ありませ

ん。開発許可が必要となりますが、集落内開発制度指定区域内で、開
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発指導課から開発行為事前審査の回答書が添付されております。工事

期間は令和６年１２月３１日までを予定されており、許可後、すみや

かに着手されることを確認いたしております。 

        １８番から２２番は関連で、所有権移転による建築条件付売買予定

地への転用許可申請です。農地区分は、１０ｈａ未満の広がりのな

い、生産性の低い農地で「第２種農地」と判断されます。土地選定に

あたっては、周辺で代替地の検討もされましたが、ほかに適当な土地

がなかったため、申請地を選定されております。土地利用計画は他地

目含む総事業面積４，６３８．４４㎡、転用面積３，６２３．８５㎡

に建築条件付売買予定地１４区画及び道路、公園、ゴミ置場の計画

で、転用面積としては適正なものと判断されます。資金計画、給排水

計画、隣接農地への被害防除については問題ありません。開発許可が

必要となりますが、集落内開発制度指定区域内で、開発指導課からの

開発行為事前審査の回答書が添付されております。工事期間は令和８

年５月３１日までの予定で、許可後、すみやかに着手されることを確

認いたしております。 

        以上６件、先の地区委員会で現地調査を行い、立地基準の面、一般

基準の面を協議、検討した結果、いずれも許可基準を満たしており、

今回の申請は妥当なものと判断いたしました。ご審議方よろしくお願

いいたします。 

 

議  長    ただいま１７番から２２番について、地元委員よりご報告がござい

ましたが、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたしま

す。なお、１８番から２２番までは総転用面積が３，０００㎡を超え

ますので、申請どおり許可相当として、農業会議へ意見を聴取するこ

とといたします。 

        次は、２３番。 

 

１２番 網田稔委員 

        はい、１２番委員、網田です。 

        ２３番から３１番につきまして、地区委員会での協議状況を報告い

たします。 

        ２３番は、個人にて所有権移転し、資材置場への転用許可申請で
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す。農地区分は、１０ｈａ以上の一団の農地の区域内にある「第１種

農地」と判断されます。「１種農地」は原則不許可ですが、「集落に接

続して設置するもの」に該当し、不許可の例外規定に該当するものと

判断されます。申請人も、同地区内に居住しております。代替地につ

いては、周辺で農地以外の土地を含めて代替地を検討されましたが、

ほかに条件に合う土地がなかったため、申請地を選定されておりま

す。土地利用計画は、譲受人は、個人にて建設業を営んでおり、申請

地に建設資材パネル置き場、等を整備する計画で、妥当な面積と判断

されます。資金計画、排水計画、隣接農地への被害防除とも問題あり

ません。工事期間は令和５年１２月３１日までの予定で、許可後、す

みやかに着手されることを確認しております。なお、申請地は、既に

埋立てされており、今後は、農地法を遵守する旨の始末書の添付がな

されております。 

        ２４番、２５番は関連で、土地開発事業等を営む法人が、所有権移

転による、建築条件付売買予定地への転用許可申請です。農地区分

は、１０ｈａ未満の広がりのない生産性の低い農地で、「第２種農

地」と判断され、代替地については、周辺で農地以外の土地も含め、

代替地を検討されましたが、ほかに条件に合う土地がなかったため、

申請地を選定されております。土地利用計画は、申請地に建築条件付

売買予定地５区画を整備される計画で、妥当な面積と判断されます。

資金計画、給排水計画、隣接農地への被害防除とも問題ありません。

開発許可が必要となりますが、集落内開発制度指定区域内で、開発指

導課へ申請中とのことです。工事期間は令和６年１２月２５日までの

予定で、許可後、すみやかに着手されることを確認しております。 

        ２６番は、所有権移転による個人住宅への転用許可申請で、農地区

分は、１０ｈａ未満の広がりのない生産性の低い農地で、「第２種農

地」と判断され、代替地については、周辺で農地以外の土地も含め、

代替地を検討されましたが、ほかに条件に合う土地がなかったため、

申請地を選定されております。土地利用計画は、申請地に個人住宅１

棟、１１２．９９㎡を建築される計画で、妥当な面積と判断されま

す。資金計画、給排水計画、隣接農地への被害防除とも問題ありませ

ん。開発許可が必要となりますが、集落内開発制度指定区域内で、開

発指導課からの事前審査の回答書写しの添付がされております。工事

期間は令和６年３月３１日までの予定で、許可後、すみやかに着手さ

れることを確認しております。 

        ２７番は、土地開発事業等を営む法人が、所有権移転による建築条

件付売買予定地への転用許可申請です。農地区分は、１０ｈａ未満の
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広がりのない生産性の低い農地で「第２種農地」と判断され、代替地

については、周辺で農地以外の土地を含め、代替地を検討されました

が、ほかに条件に合う土地がなかったため、申請地を選定されており

ます。土地利用計画は、申請地に、建築条件付売買予定地４区画を整

備される計画で、妥当な面積と判断されます。資金計画、給排水計

画、隣接農地への被害防除とも問題ありません。開発許可が必要とな

りますが集落内開発制度指定区域内で、開発指導課からの事前審査の

回答書写しの添付がされております。工事期間は令和７年５月３１日

までの予定で、許可後、すみやかに着手されることを確認しておりま

す。 

        ２８番は、所有権移転による個人住宅への転用許可申請です。農地

区分は、１０ｈａ未満の広がりのない生産性の低い農地で「第２種農

地」と判断され、代替地については、周辺で農地以外の土地も含め、

代替地を検討されましたが、ほかに条件に合う土地がなかったため、

申請地を選定されております。土地利用計画は、申請地に個人住宅１

棟、１０９．３㎡を建築される計画で、妥当な面積と判断されます。

資金計画、給排水計画、隣接農地への被害防除とも問題ありません。

開発許可が必要となりますが、集落内開発制度指定区域内で、開発指

導課からの事前審査の回答書写しの添付がされております。工事期間

は令和５年１２月２０日までの予定で、許可後、すみやかに着手され

ることを確認しております。 

        ２９番は、所有権移転によるドッグランへの転用許可申請で、農地

区分は、１０ｈａ未満の広がりのない生産性の低い農地で「第２種農

地」と判断され、代替地については、周辺で農地以外の土地も含め、

代替地を検討されましたが、ほかに条件に合う土地がなかったため、

申請地を選定されています。土地利用計画は、申請地に大型犬、小型

犬用ドッグランスペース、駐車場４台分を整備する計画ですが、事業

計画について確認すべき必要があるため、地区委員会にて検討した結

果、継続審議とするものとしました。 

        ３０番は、所有権移転による駐車場及び動物の走行リハビリ場への

転用許可申請です。農地区分は、１０ｈａ未満の広がりのない生産性

の低い農地で「第２種農地」と判断され、代替地については、周辺で

農地以外の土地も含め、代替地を検討されましたが、ほかに条件が合

う土地がなかったため、申請地を選定されております。土地利用計画

は、申請地に駐車場２２台、及び動物の走行リハビリ場を整備する計

画で、妥当な面積と判断されます。資金計画、排水計画、隣接農地へ

の被害防除とも問題ありません。工事期間は令和５年９月３０日まで
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の予定で、許可後、すみやかに着手されることを確認しております。 

        ３１番は、所有権移転による個人住宅への転用許可申請です。農地

区分は、１０ｈａ未満の広がりのない生産性の低い農地で、「第２種

農地」と判断され、代替地については、周辺で農地以外の土地も含

め、代替地を検討されましたが、ほかに条件に合う土地がなかったた

め、申請地を選定されております。土地利用計画は、申請地に個人住

宅１棟、１１７．７２㎡を建築される計画で、妥当な面積と判断され

ます。資金計画、給排水計画、隣接農地への被害防除とも問題ありま

せん。開発許可が必要となりますが、集落内開発制度指定区域内で、

開発指導課からの事前審査の回答書写しの添付がされております。工

事期間は令和５年１２月２８日までの予定で、許可後、すみやかに着

手されることを確認しております。 

        以上９件のうち２９番を除く８件について、先日の地区委員会で現

地調査確認行い検討したところ、立地基準の面、一般基準の面ともに

転用許可基準を満たしているとの協議結果でございます。ご審議方よ

ろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま２３番から３１番について、地元委員よりご報告がござい

ましたが、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、２３番から２８番までと、３０番から３１

番までは、申請どおり許可、２９番は、継続審議とすることに決定い

たします。 

        次は、３２番。 

 

２１番 堀恭子委員 

        ２１番委員、堀でございます。 

        ３２番、３３番について、地区委員会での協議状況をご報告いたし

ます。 

        ３２番は、土木建設業を営む個人が、所有権を移転し、資材置場へ

転用する申請です。農地区分は農業公共投資の対象となっていない小

集団の生産性の低い農地で「第２種農地」と判断されます。土地の選

定にあたっては、周辺で代替地を検討されましたが、建設機器の盗難

を考慮し、自宅近くの申請地を選定されたものです。土地利用計画

は、申請地２筆７２．５㎡を、小型クローラ運搬車、発電機及び電動
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工具などの資材置場として利用する計画で、転用面積は適正なものと

判断いたします。資金計画、排水計画等に問題はなく、周囲の状況か

ら、農地への影響もないものと思われます。工事は、令和５年８月３

１日完了予定で、許可後、すみやかに着手されることを確認しており

ます。 

        ３３番は、使用貸借権を設定し、農家住宅へ転用する申請です。農

地区分は、農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い

農地で「第２種農地」と判断されます。土地の選定にあたっては、代

替地として近隣で農地以外の土地を検討されましたが、ほかに適当な

土地がなかったこと、また、親が所有する農地であり、転用可能なこ

とから選定されたものです。土地利用計画は、申請地３８５㎡に、木

造２階建て住宅１棟を建築される計画で、転用面積は適正なものと判

断いたします。資金計画、給排水計画などに問題はなく、周囲の状

況、事業の内容から周辺農地への影響もないものと思われます。工事

は、令和５年１２月２５日完了予定で、許可後、すみやかに着手され

ることを確認しております。 

        以上２件、先日の地区委員会におきまして現地調査を行い検討した

結果、「立地基準」、「一般基準」、いずれも許可基準を満たしており、

申請は妥当であるとの協議結果でございました。ご審議方よろしくお

願いいたします。 

 

議  長    ただいま３２番から３３番について、地元委員よりご報告がござい

ましたが、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたしま

す。 

        次は、３４番。 

 

４番 上田定信委員 

        ４番委員、上田でございます。 

        ３４番から３５番について、地区委員会での協議状況をご報告いた

します。 

        ３４番は、所有権を移転し、個人住宅に転用する申請です。農地区

分は、農業公共投資の対象となっていない１０ｈａ未満の小集団の生

産性の低い農地で「第２種農地」と判断されます。土地の選定にあた
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っては、代替地として近隣で農地以外の土地を検討されましたが、ほ

かに適当な土地がなく、申請地を選定されたものです。土地利用計画

は、申請地４０６㎡に、木造平屋建て住宅１棟を建築される計画で、

転用面積は適正なものと判断いたします。資金計画、給排水計画など

に問題はなく、周囲の状況、事業の内容から周辺農地への影響もない

ものと思われます。開発許可が必要となりますが、事前審査回答済み

で、許可の見込みはあるものと判断いたします。工事は、令和６年３

月３１日完了予定で、許可後速やかに着手されることを確認しており

ます。 

        ３５番は、温泉施設を営む個人が、所有権を移転し駐車場に転用す

る申請です。農地区分は、農業公共投資の対象となっていない１０ｈ

ａ未満の小集団の生産性の低い農地で「第２種農地」と判断されま

す。土地の選定にあたっては、周辺で代替地の検討もされましたが、

温泉施設の近隣で条件に合う土地がなく、申請地を選定されたもので

す。土地利用計画は、申請地２９９㎡を来客者用駐車場７台分として

利用する計画で、転用面積は適正なものと判断いたします。資金計

画、排水計画等に問題はなく、事業内容、周囲の状況から周辺農地へ

の影響もないものと思われます。工事は、令和５年８月３１日完了予

定で、許可後、すみやかに着手されることを確認しております。 

        以上２件、先日の地区委員会におきまして、現地調査を行い検討し

た結果、「立地基準」及び「一般基準」を満たしており、申請は妥当

なものと協議いたしました。ご審議方よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま３４番から３５番について、地元委員よりご報告がござい

ましたが、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたしま

す。 

        続きまして第４号議案及び第５号議案でございます。この件につき

ましては、事務局より内容の説明をお願いします。 

 

事務局     第４号及び第５号議案は関連ですので、あわせてご説明いたしま

す。 

        まず第４号議案、農業経営基盤強化法に基づく農用地利用集積計画

２号についてご説明いたします。 
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        初めに所有権移転ですが、議案書２０ページの１番から２２ページ

の８番までの合計８件で、農業公社からの売渡と買入です。面積は８

件合わせまして田１万８，８６８㎡、畑３，６３７㎡の合計２万２，

５０５㎡で、売買価格は備考欄記載のとおりとなっています。 

       次に、利用権設定の新規設定分です。議案書２２ページの９番から

２９ページの３０番までの合計２２件です。契約期間別では、６年未

満が１６件、１０年以上が６件で、面積は２２件合わせて、田６万

５，３６５㎡、畑３，７７７㎡の合計６万９，１４２㎡です。なお、

権利の種類は賃借権及び使用貸借権、利用の内容は、水稲、果樹、露

地野菜となっています。 

        次に再設定分です。明細は議案書３０ページの３１番から３９ペー

ジの４６番までの１６件となっております。契約期間別では、６年未

満が６件、１０年以上が１０件で、面積は１６件合わせて田２万８，

１８３㎡、畑２万６，２９５．２７㎡の合計５万４，４７８．２７㎡

となっています。権利内容については賃借権及び使用貸借権、利用内

容は、水稲、果樹、露地野菜、その他となっております。 

        続きまして第５号議案、議案書４０ページの表をご覧ください。 

        こちらは農地中間管理機構との賃借の新規設定になっています。明

細は議案書４１ページの１番から５３ページの３７番まで、契約期間

については、６年未満が２１件、１０年以上が１６件、面積は３７件

合わせて、田８万３，３０４㎡、畑４万４０４㎡の合計１２万３，７

０８㎡になっております。なお、権利の種類は賃借権及び使用貸借

権、利用の内容は、水稲、畑作物を予定しています。これについては

全て一括方式ということになっております。 

        以上の案件については、先の地区委員会で協議が行われ、全ての案

件が、農業経営基盤強化法等の一部を改正する法律附則第５条第１項

の各要件を満たしていることが確認されています。 

        以上、第４号及び第５号議案の説明については以上でございます。 

 

議  長    ただいま事務局より内容の説明がございましたとおり、この件につ

きましては各地区委員会での詳細にわたり確認が行われており、全て

の案件が農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律附則第５条

第１項の各要件を満たしているとのことでございます。 

        この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 
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議  長    異議なしということで計画案どおり、承認することに決定いたしま

す。 

        続きまして第６号議案、引き続き農業経営を行っている旨の証明願

１件でございます。地元委員のご報告にあたりましては、対象農地の

耕作状況など、調査結果を踏まえ、協議状況のご報告をお願いいたし

ます。 

        それでは１番、お願いします。 

 

２２番 西冨大二郎委員 

        ２２番委員、西冨です。 

        １番につきまして先日の地区委員会での協議状況ご報告いたしま

す。 

        １番は、相続税の納税猶予継続のための証明願いです。願出人は、

対象農地５筆を願出人自ら引き続き農業経営を行っていることを、地

元委員が確認しております。 

        以上１件、先日の地区委員会において、証明書の交付については、

何ら問題ないものと協議いたしました。 

        ご審議方よろしくお願いします。 

 

議  長    ただいま１番について、地元委員よりご報告がございましたが、こ

の件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、願出どおり証明することに決定いたしま

す。 

        続きまして第７号議案、非農地証明願２件でございます。地元委員

のご報告にあたりましては、対象農地の調査結果を踏まえ、協議状況

のご報告をお願いします。 

        それでは、１番お願いします。 

 

１８番 田上泰則委員 

        １８番、田上です。 

        １番につきまして、地区委員会での協議状況を報告いたします。 

        申請地は、以前より水路として利用されておりましたが、昭和４２

年頃から現在まで、隣接する宅地への進入用道路として使用されてき

たとの申出です。申請地を挟んで東西に続く土地一体については、昭
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和１５年に地域の水利組合が買収したとして、昭和２３年に水利組合

へ所有権移転登記が行われており、また、地元住民２人からの証明に

より、申請地は、昭和２３年以前から、水路として利用されていたこ

とが推測できます。このことから、「昭和２７年１０月２０日、農地

法施行日前日以前から引き続き非農地であった土地」と判断しまし

た。 

        以上１件、先日の地区委員会で協議検討した結果、証明書の交付に

ついて、何ら問題のないものと判断しました。ご審議方よろしくお願

いいたします。 

 

議  長    ただいま１番について、地元委員よりご報告がございましたが、こ

の件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、願出どおり証明することに決定いたしま

す。 

        次は２番。 

 

２１番 堀恭子委員 

        ２１番委員、堀でございます。 

        ２番について、地区委員会での協議状況を報告いたします。 

        申請地２筆について、地区委員と現地確認を行い、１筆は、道路位

置指定が昭和４１年５月２日から証明されており、現況は、公衆用道

路で、残る１筆も公衆用道路として利用されていますので、県の非農

地証明事務処理要領２の（３）のイに該当いたします。２の（３）の

イとは、「その土地の周囲の状況から見て、農地として復元しても継

続して利用することが出来ないと見込まれる場合」とありますので、

非農地と判断いたしました。 

        以上１件、先日の地区委員会におきまして協議検討した結果、証明

書の交付について、何ら問題ないものと判断いたしました。ご審議方

よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま２番について、地元委員よりご報告がございましたが、こ

の件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 
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議  長    異議なしということで、願出どおり証明することに決定いたしま

す。 

        次に次第５の報告事項です。事務局より説明をお願いいたします。 

 

事務局     はい、議案書のカラーページ、報告事項の一覧をご覧ください。 

１番から１２番までの合計２０３件となっております。件数のみ報

告いたします。 

        以上です。 

 

議  長    次に次第６のその他です。事務局より説明をお願いいたします。 

 

事務局     恐れ入ります、お手元に資料１という書類で、農地を新たに取得す

る者からの３条申請における議案書の取扱いについてという資料をご

覧ください。今日の議案書の申請理由の欄に、この、第１号議案の農

地法３条の規定に基づく許可申請欄があったかとございますが、この

４月１日から五反要件が緩和をされておりまして、新規には、もとも

と五反を持っていらっしゃらない方についても、農地の取得が出来、

権利取得ができるということになったことから、今回の申請から、６

番、９番、１５番のように、甥や、いとこへ贈与をされて、される方

についても、農地の面積は今までは持ってらっしゃらない方がまずで

きるという形になって、３条の許可がもらえると。それから、１８番

につきまして、新規就農とは書いてあるんですけれども、城南町さん

の案件につきましては、証言文の中には、恐らく自家消費用というこ

とで、証言があったかと存じます。３２番、３３番につきましてはこ

れまで通りの新規就農という形で、証言文が証言されてるかと思いま

す。ここの表記につきましてご相談をさせていただきたいと思いまし

てご提案させていただいております。申請理由欄の表記につきまし

て、新規就農と書く場合には、農業を業として農地の権利を取得して

耕作する場合を新規就農、それから、自家消費というところで、自家

消費用と耕作するということで、申請時にですね、お申出があってる

場合には、今度申請理由欄には自家消費という表記を変えたほうが、

区別がつくんではないかということで、ご提案をさせていただきたい

と思っております。そこでこの申請理由に今回〇〇へ贈与もしくは新

規就農という欄がございまして、括弧書きで消費、自家消費の括弧の

説明も加えるとしたいということで、役員会のほうにもちょっとご案

内を差し上げております。裏面にですね、どんなイメージになるかっ
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ていうところで、申請理由欄の裏面に書いてはございますが、このい

とこへ贈与とかの（自家消費）については役員会のほうでは、事務局

案のとおり、この表標記でいいのではないかと。新規就農と、１番下

の１８番につきましては事務局の方としては、２段書きでっていうと

ころで、ご提案を差し上げたんですけれども、役員会のほうでは、新

規就農って言わずに、やはり、自家消費ということで、括弧書きを外

して載せられたらいかがかということで、ご案内をいただいておりま

す。これについて、ちょっとお諮りをお願いしたいと。 

 

議  長    ただいま事務局より説明がございましたけれども、下限面積の撤廃

にあたり、一畝とか、二畝でも所有権移転は可能になったわけでござ

いますけれども、でもですね、やっぱり、３条の要件といたしまし

て、農地の全てを効率的に利用して耕作すると認められること、二つ

目が、農地の権利取得後において必要な農作業に常時従事すると認め

られること。３点目に農地の権利収得に農地の集団化、農作業の効率

化周辺地域における農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を

生ずるおそれがないと認められることというふうになっておりますの

で、本庁、分室三つありますけれども、全部、こういう条件をです

ね、共有していきたいというふうに思いますので、今説明がありまし

たように、これでよろしいでしょうか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    ありがとうございます。続きまして、就農営農相談について、事務

局より説明をお願いいたします。 

 

事務局     はい、すいません、もう１件、総会の議案のことについて説明しま

す。それと、新規就農相談会の件２点です。 

        まずは、お手元の資料２のほうで、２枚にわたっておりますが、前

回の総会でご意見をいただいた件についてですね、出し手、受け手が

同一じゃないかというようなことについての対応方法ということで、

ご提案申し上げます。 

        表記方法を、議案書の作成例と、資料２とありますけども、こちら

の右端のほうに、備考欄に書いております。今まで、議案で言います

と、議案第５号４１ページからの分になりますけども、一括方式とし

て公社中間管理（一括方式）というような書き方で記載していました

が、それに対してですね、今後来月から、６月から、資料の記載例の
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ように対応しようというところが、その下の米印下になります。売渡

し、貸し人、矢印、中間管理機構（農業公社）ですね、それから矢印

で、譲受人、貸し人というような表記を議案の案件に対して全てこの

ように記入をしたうえで、仮にこの前のような出し手、受け手が同一

だったっていうようなときには、詳細について提案の度に説明をして

対応していきたいというふうに思います。なお、この契約内容につい

ては、これまで通り、特に変更はございません。ちなみに一括方式

は、どう変わったかということについては資料２の２枚目のほうに、

従来の手続、２番の集積計画一括方式による賃借手続というように上

から下に変わっております。今まで集積計画を一旦総会で諮って出し

ていたところを、一括してやりますというような形で変更するという

ことで、内容については先ほども言ったとおり契約内容については、

中間管理機構を通して、また、貸手さんへと、受け手さんへという形

になっております。そちらについては何も変わっておりませんので、

今後はこのような記載の方法で対応させていただきたいということで

ご説明申し上げます。以上です。 

 

議  長    はい、ありがとうございます。ただいま事務局が説明いたしました

けれども、そういう流れでよろしいでしょうか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    ありがとうございます。 

 

事務局     すいません、最後にこれは資料ございませんが、口頭だけになりま

すけども、新規就農営農相談会についてということで、前回総会時に

これもご意見をいただいております。その意見をもちまして、新規就

農営農相談会の担当であります、熊本市の農業支援課に、事務局の私

と副事務局長と訪問いたしまして、支援課の担当それから担当の主

査、課長ですね、直接ご意見等は伝えております。その際に、他都市

の状況も調査してほしいということで依頼しておりますので、現在、

支援課のほうで、熊本県内、県を含めました県内の主要な市町村につ

いて、相談会の内容、やり方とかについて、調査をしていただいてお

りますので、わかり次第、調査結果は、こちらの委員会役員会総会の

ほうで、ご報告をさせていただきます。あわせましてですね、相談会

に関する改善ですね、例えば会場のレイアウト、席の配置とか、参加

人数や、相談者に対する事前周知の徹底などについても、その調査結
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果を踏まえて、研究をしてまいりますので、どうかよろしくお願いい

たします。以上です。 

 

議  長    ただいま事務局から説明がありましたが、委員の皆さんから何かご

意見ございませんか。 

 

一  同    （発言する者なし） 

 

議  長    ないようですので、以上をもちまして全ての案件が、滞りなく、終

了いたしました。なお、本総会において議決されました案件につい

て、その条項、字句、その他整理を要するものについては、会議規則

第１８条の規定により、その整理を議長に委任願いたいと思います

が、これにご異議ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしと認めます。よって本総会において議決された案件の整理

については、これを議長に委任することに決定いたしました。 

 

事務局     ありがとうございました。それでは、これにて閉会いたします。 

 

 

  閉  会 午後４時１５分 
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会議の顛末、以上のとおり相違ありません。 

 

令和５年５月９日 

  

 

議  長    福𠩤 幸一 

 

 

署名委員    谷口 憲治 

 

 

 署名委員  西田 廣行 

 

 

 書  記  神山 聡 

 

 


